
維持管理計画について  

 

廃棄物処理施設の維持管理計画につきましては、「廃棄物の処理および清掃に関する法

律」におきまして、設置許可の時期などの点から、弊所が設置している処理施設はいずれ

も公表の対象外となっています。 

 


